
森林の経営管理の集積・集約化に係る
取組状況（市町村数）

意向調査の実施面積と回答面積
（累計）

回答があった面積の内訳（累計）
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市町村への委託を希望
※既に他者に委託済み、自分で委託先を探す等

所有者自ら経営管理を希望
その他（※）

これまでに約33万ha（面積ベースで５割）で回答あり

10.2万ha
（31%）

11.7万ha
（36%）

意向調査
うち回答があったもの

面
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令和2年度

423(30%)

778(55%)

85%

令和3年度
（速報値）

250(19%)

973(74%)

93%

意向調査等の取組

私有林人工林の
94%をカバー

集積・集約化の取組に係る準備

図1

図2図3

（
注
）私
有
林
人
工
林
が
あ
る
全
市
町
村
か
ら
、
私
有
林

人
工
林
が
極
め
て
少
な
い
等
整
備
・
活
用
の
必
要

性
が
低
い
市
町
村
、
既
存
の
仕
組
で
経
営
管
理
を

進
め
る
市
町
村
、
既
に
ほ
と
ん
ど
の
人
工
林
で
経

営
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
市
町
村
を
除
い
た
も
の

（
R3
：
１
，３
１
２
市
町
村
）。

１
．
は
じ
め
に

　
「
森
林
経
営
管
理
制
度
」
は
、
森
林
所
有

者
自
ら
で
は
森
林
の
経
営
管
理
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
、森
林
経
営
管
理
法
に

基
づ
き
、
市
町
村
が
当
該
森
林
の
経
営
管
理

の
委
託
を
受
け
る
仕
組
み
で
す
。

　
本
制
度
に
は
、
森
林
所
有
者
、
林
業
経
営

者
、
地
域
全
体
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下

の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

・　

森
林
所
有
者
は
、
市
町
村
の
関
与
に

よ
り
、
安
心
し
て
長
期
的
に
所
有
森
林
の

経
営
管
理
を
任
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・　
林
業
経
営
者
は
、
経
営
規
模
の
拡
大
や

雇
用
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ

ま
で
整
備
で
き
な
か
っ
た
所
有
者
不
明

森
林
を
整
備
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
す
。

・　
地
域
全
体
に
と
っ
て
は
、
手
入
れ
不
足

森
林
の
有
効
活
用
に
よ
り
、
地
域
経
済

の
活
性
化
や
、災
害
リ
ス
ク
の
低
減
、地

域
住
民
の
安
心
・
安
全
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
本
制
度
は
、
平
成
31
年
４
月
に
始
ま
り
、

本
年
度
で
４
年
目
と
な
り
ま
す
。本
稿
で
は
、

令
和
３
年
度
末
に
お
け
る
市
町
村
の
取
組
実

績
を
説
明
し
た
上
で
、
林
野
庁
に
よ
る
市
町

村
支
援
の
取
組
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

２
．
森
林
経
営
管
理
制
度
の
仕
組
み

　
森
林
経
営
管
理
制
度
で
は
、ま
ず
、市
町
村

が
、経
営
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
見
ら
れ

る
森
林
を
対
象
に
、
森
林
所
有
者
の
意
向
を

確
認
す
る
調
査（
意
向
調
査
）を
実
施
し
ま
す
。

　
意
向
調
査
の
結
果
、森
林
所
有
者
か
ら「
市

町
村
へ
の
委
託
希
望
」
の
回
答
が
あ
っ
た
場

合
、市
町
村
は「
経
営
管
理
権
集
積
計
画（
集

積
計
画
）」
を
定
め
て
、
森
林
所
有
者
か
ら

森
林
の
経
営
管
理
の
委
託
を
受
け
ま
す
。

　
集
積
計
画
策
定
森
林
の
う
ち
、
林
業
経
営

に
適
し
た
森
林
は
、
市
町
村
が
「
経
営
管
理

実
施
権
配
分
計
画（
配
分
計
画
）」を
定
め
て
、

林
業
経
営
者
に
経
営
管
理
を
再
委
託
し
ま

す
。
他
方
、林
業
経
営
に
適
さ
な
い
森
林
は
、

市
町
村
が
自
ら
経
営
管
理
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、「
所
有
者
不
明
森
林
等
の
特
例
措

置
」に
よ
り
、所
有
者
の
一
部
又
は
全
部
が
不

明
な
森
林
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
手
続
き
に

よ
り
、
市
町
村
が
当
該
森
林
の
経
営
管
理
を

受
託
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
．
市
町
村
に
お
け
る
取
組
実
績

　
令
和
３
年
度
末
ま
で
に
、
私
有
林
人
工
林

が
あ
り
、制
度
の
活
用
が
必
要
な
市
町
村
（
注
）

の
約
９
割
（
１
，２
２
３
市
町
村
）
で
、
意
向

調
査
の
準
備
を
含
む
森
林
経
営
管
理
制
度
に

係
る
取
組
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
市
町
村
は
、
全
国
の
私
有
林
人
工
林
面
積

の
94
％
を
カ
バ
ー
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
対

象
市
町
村
の
約
７
割（
９
７
３
市
町
村
）で
、

意
向
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
１
）。

　
取
組
段
階
別
に
み
る
と
、
意
向
調
査
は
、

令
和
３
年
度
に
約
19
万
ha
実
施
さ
れ
、
制
度

開
始
か
ら
３
年
間
の
実
施
面
積
は
約
60
万
ha

と
な
り
ま
し
た
。
回
答
率
は
約
５
割
、
市
町

村
へ
の
委
託
希
望
は
、
回
答
者
の
約
４
割
と

な
っ
て
い
ま
す
（
図
２
、
３
）。

　
集
積
計
画
は
、
２
６
２
市
町
村
の
９
，１

５
４
ha
で
策
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
１

５
８
市
町
村
の
２
，４
１
８
ha
で
市
町
村
自

ら
に
よ
る
森
林
整
備
が
実
施
さ
れ
ま
し
た

（
図
４
）。

　
配
分
計
画
は
、
47
市
町
村
の
１
，１
０
５

ha
で
策
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
14
市
町

の
１
２
２
ha
で
林
業
経
営
者
に
よ
る
森
林
整

備
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
（
図
５
）。

　
令
和
３
年
度
末
に
お
け
る
集
積
計
画
と
配

分
計
画
の
策
定
面
積
は
、
い
ず
れ
も
前
年
度

か
ら
約
３
倍
に
増
加
し
ま
し
た
。

　
「
所
有
者
不
明
森
林
等
の
特
例
」に
つ
い
て

は
、令
和
３
年
度
に
、鳥
取
県
若
桜
町
が
全
国

で
初
め
て
特
例
を
活
用
し
て
集
積
計
画
を
策

定
し
ま
し
た
。現
在
、京
都
府
綾
部
市
が
特
例

活
用
に
向
け
た
手
続
き
を
進
め
て
い
ま
す
。

４
．
林
野
庁
に
よ
る
市
町
村
支
援
の
取
組

　
実
際
に
森
林
経
営
管
理
制
度
を
運
用
す
る

の
は
市
町
村
で
す
が
、
市
町
村
の
森
林
・
林

業
担
当
職
員
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
た
め
、
林
野
庁
で
は
、
制
度
開

始
と
同
時
に
、「
森
林
集
積
推
進
室
」
を
設
置

し
て
、市
町
村
の
取
組
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
支
援
内
容
は
、以
下
の
通
り
で
す
。

（
１
）
人
材
育
成

①　
説
明
会
・
研
修
会
へ
の
講
師
派
遣

　
都
道
府
県
が
主
催
す
る
市
町
村
職
員
向
け

の
説
明
会
や
研
修
会
等
に
、
講
師
と
し
て
職

員
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
３
年
間

で
、
１
９
０
回
の
説
明
会
・
研
修
会
に
職
員

を
派
遣
し
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
９
月
末
ま

で
に
43
回
の
説
明
会
や
研
修
会
に
職
員
を
派

遣
し
て
い
ま
す
。

②　
「
森
林
経
営
管
理
リ
ー
ダ
ー
育
成
研
修
」

の
開
催

　
市
町
村
へ
の
技
術
的
助
言
・
指
導
を
行
う

こ
と
の
で
き
る
技
術
者
（
森
林
経
営
管
理
リ

ー
ダ
ー
（
通
称
））
を
養
成
す
る
た
め
、
都

道
府
県
の
地
方
機
関
や
市
町
村
支
援
組
織
の

職
員
を
対
象
と
す
る
「
森
林
経
営
管
理
リ
ー

ダ
ー
育
成
研
修
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
３
年
間
に
、
22
カ
所
で
開
催
し
て
、

計
４
５
１
名
が
参
加
し
ま
し
た
。今
年
度
は
、

全
国
８
カ
所
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
情
報
提
供

①　
森
林
経
営
管
理
制
度
に
係
る
取
組
事
例

集
の
作
成

　
令
和
２
年
度
か
ら
、
全
国
の
市
町
村
に
よ

る
先
進
的
な
取
組
を
整
理
し
た
「
森
林
経
営

管
理
制
度
に
係
る
取
組
事
例
集
」
を
作
成
し

て
い
ま
す
。
令
和
２
年
度
と
３
年
度
は
、
そ

れ
ぞ
れ
全
国
12
の
地
域
を
対
象
に
、
森
林
経

営
管
理
制
度
の
取
組
を
進
め
る
上
で
の
ポ
イ

ン
ト
等
を
整
理
し
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
令

和
２
年
度
事
例
集
の
12
市
町
を
対
象
に
、
フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
進
め
て
い
ま
す
。

②　
特
例
措
置
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成

　
本
年
４
月
に
、「
所
有
者
不
明
森
林
等
の

特
例
措
置
活
用
の
た
め
の
留
意
事
項
（
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
）」
を
作
成
・
公
表
し
ま
し
た
。

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、「
所
有
者
不
明
森
林

等
の
特
例
措
置
」
の
活
用
を
進
め
る
た
め
、

活
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
等
を
整
理
し
た

も
の
で
す
。
今
後
も
、
法
律
の
専
門
家
等
か

ら
助
言
を
頂
き
な
が
ら
、
内
容
の
充
実
を
図

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

③　
情
報
誌
「
シ
ュ
ー
セ
キ
！
」
の
配
信

　
今
年
度
か
ら
、
毎
月
一
回
、情
報
誌「
シ
ュ

ー
セ
キ
！
」
を
発
行
し
て
、
都
道
府
県
と
市

町
村
の
皆
様
に
、
森
林
経
営
管
理
制
度
と
森

林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
最
新
情
報
を
お
届

け
し
て
い
ま
す
。
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
林
野

庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

（
３
）
体
制
整
備

①　
地
域
林
政
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活
用
促
進

　
「
地
域
林
政
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」は
、市
町
村
・

都
道
府
県
が
、
森
林
や
林
業
の
専
門
知
識
を

持
つ
技
術
者
を
雇
用
す
る
仕
組
み
で
、
総
務

省
か
ら
一
定
額
が
特
別
交
付
税
措
置
さ
れ
ま

す
。
林
野
庁
で
は
、
同
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活

用
を
希
望
す
る
市
町
村
に
、
全
国
の
技
術
者

情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。本
年
９
月
に
は
、

同
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
現
状
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

②　
森
林
環
境
譲
与
税
の
活
用
促
進

　
森
林
環
境
譲
与
税
は
、
森
林
経
営
管
理
制

度
の
取
組
を
進
め
る
際
に
も
活
用
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。
本
年
４
月
か
ら
、情
報
誌「
林

野
」
に
、
森
林
環
境
譲
与
税
を
活
用
し
た
森

林
経
営
管
理
制
度
の
取
組
事
例
を
連
載
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
各
取
組
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
林
野

庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w
.rinya.m

aff.go
.jp/j/keikaku/keieikanri/
sinrinkeieikanriseido.htm

l

５
．
都
道
府
県
に
よ
る
市
町
村
支
援
の
取
組

　
林
野
庁
に
よ
る
取
組
に
加
え
て
、
各
都
道

府
県
も
、都
道
府
県
に
譲
与
さ
れ
る
森
林
環
境

譲
与
税
を
活
用
し
て
、市
町
村
の
支
援
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。具
体
的
に
は
、県
レ
ベ
ル

の
事
業
支
援
団
体
の
運
営
、ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

派
遣
、市
町
村
職
員
向
け
の
研
修
開
催
、森
林

情
報
の
高
度
化
等
事
業
支
援
シ
ス
テ
ム
の
整

備
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

６
．
お
わ
り
に

　
森
林
経
営
管
理
制
度
で
は
、
森
林
所
有
者

か
ら
市
町
村
に
対
し
て
、
経
営
管
理
の
委
託

を
申
し
出
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
所
有
森
林

の
経
営
管
理
で
お
困
り
の
方
は
、ま
ず
は
、森

林
が
所
在
す
る
市
町
村
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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森
林
経
営
管
理
制
度
の

普
及
に
向
け
て

森
林
経
営
管
理
制
度
の

普
及
に
向
け
て

―
令
和
３
年
度
末
実
績
と
林
野
庁
の
取
組
―

―
令
和
３
年
度
末
実
績
と
林
野
庁
の
取
組
―

森
林
集
積
推
進
室

森
林
集
積
推
進
室



集積計画の策定状況（累計）配分計画の策定状況（累計）
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図4図5 １
．
は
じ
め
に

　
「
森
林
経
営
管
理
制
度
」
は
、
森
林
所
有

者
自
ら
で
は
森
林
の
経
営
管
理
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
、森
林
経
営
管
理
法
に

基
づ
き
、
市
町
村
が
当
該
森
林
の
経
営
管
理

の
委
託
を
受
け
る
仕
組
み
で
す
。

　
本
制
度
に
は
、
森
林
所
有
者
、
林
業
経
営

者
、
地
域
全
体
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下

の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

・　

森
林
所
有
者
は
、
市
町
村
の
関
与
に

よ
り
、
安
心
し
て
長
期
的
に
所
有
森
林
の

経
営
管
理
を
任
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・　
林
業
経
営
者
は
、
経
営
規
模
の
拡
大
や

雇
用
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ

ま
で
整
備
で
き
な
か
っ
た
所
有
者
不
明

森
林
を
整
備
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
す
。

・　
地
域
全
体
に
と
っ
て
は
、
手
入
れ
不
足

森
林
の
有
効
活
用
に
よ
り
、
地
域
経
済

の
活
性
化
や
、災
害
リ
ス
ク
の
低
減
、地

域
住
民
の
安
心
・
安
全
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
本
制
度
は
、
平
成
31
年
４
月
に
始
ま
り
、

本
年
度
で
４
年
目
と
な
り
ま
す
。本
稿
で
は
、

令
和
３
年
度
末
に
お
け
る
市
町
村
の
取
組
実

績
を
説
明
し
た
上
で
、
林
野
庁
に
よ
る
市
町

村
支
援
の
取
組
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

２
．
森
林
経
営
管
理
制
度
の
仕
組
み

　
森
林
経
営
管
理
制
度
で
は
、ま
ず
、市
町
村

が
、経
営
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
見
ら
れ

る
森
林
を
対
象
に
、
森
林
所
有
者
の
意
向
を

確
認
す
る
調
査（
意
向
調
査
）を
実
施
し
ま
す
。

　
意
向
調
査
の
結
果
、森
林
所
有
者
か
ら「
市

町
村
へ
の
委
託
希
望
」
の
回
答
が
あ
っ
た
場

合
、市
町
村
は「
経
営
管
理
権
集
積
計
画（
集

積
計
画
）」
を
定
め
て
、
森
林
所
有
者
か
ら

森
林
の
経
営
管
理
の
委
託
を
受
け
ま
す
。

　
集
積
計
画
策
定
森
林
の
う
ち
、
林
業
経
営

に
適
し
た
森
林
は
、
市
町
村
が
「
経
営
管
理

実
施
権
配
分
計
画（
配
分
計
画
）」を
定
め
て
、

林
業
経
営
者
に
経
営
管
理
を
再
委
託
し
ま

す
。
他
方
、林
業
経
営
に
適
さ
な
い
森
林
は
、

市
町
村
が
自
ら
経
営
管
理
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、「
所
有
者
不
明
森
林
等
の
特
例
措

置
」に
よ
り
、所
有
者
の
一
部
又
は
全
部
が
不

明
な
森
林
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
手
続
き
に

よ
り
、
市
町
村
が
当
該
森
林
の
経
営
管
理
を

受
託
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
．
市
町
村
に
お
け
る
取
組
実
績

　
令
和
３
年
度
末
ま
で
に
、
私
有
林
人
工
林

が
あ
り
、制
度
の
活
用
が
必
要
な
市
町
村
（
注
）

の
約
９
割
（
１
，２
２
３
市
町
村
）
で
、
意
向

調
査
の
準
備
を
含
む
森
林
経
営
管
理
制
度
に

係
る
取
組
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
市
町
村
は
、
全
国
の
私
有
林
人
工
林
面
積

の
94
％
を
カ
バ
ー
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
対

象
市
町
村
の
約
７
割（
９
７
３
市
町
村
）で
、

意
向
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
１
）。

　
取
組
段
階
別
に
み
る
と
、
意
向
調
査
は
、

令
和
３
年
度
に
約
19
万
ha
実
施
さ
れ
、
制
度

開
始
か
ら
３
年
間
の
実
施
面
積
は
約
60
万
ha

と
な
り
ま
し
た
。
回
答
率
は
約
５
割
、
市
町

村
へ
の
委
託
希
望
は
、
回
答
者
の
約
４
割
と

な
っ
て
い
ま
す
（
図
２
、
３
）。

　
集
積
計
画
は
、
２
６
２
市
町
村
の
９
，１

５
４
ha
で
策
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
１

５
８
市
町
村
の
２
，４
１
８
ha
で
市
町
村
自

ら
に
よ
る
森
林
整
備
が
実
施
さ
れ
ま
し
た

（
図
４
）。

　
配
分
計
画
は
、
47
市
町
村
の
１
，１
０
５

ha
で
策
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
14
市
町

の
１
２
２
ha
で
林
業
経
営
者
に
よ
る
森
林
整

備
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
（
図
５
）。

　
令
和
３
年
度
末
に
お
け
る
集
積
計
画
と
配

分
計
画
の
策
定
面
積
は
、
い
ず
れ
も
前
年
度

か
ら
約
３
倍
に
増
加
し
ま
し
た
。

　
「
所
有
者
不
明
森
林
等
の
特
例
」に
つ
い
て

は
、令
和
３
年
度
に
、鳥
取
県
若
桜
町
が
全
国

で
初
め
て
特
例
を
活
用
し
て
集
積
計
画
を
策

定
し
ま
し
た
。現
在
、京
都
府
綾
部
市
が
特
例

活
用
に
向
け
た
手
続
き
を
進
め
て
い
ま
す
。

４
．
林
野
庁
に
よ
る
市
町
村
支
援
の
取
組

　
実
際
に
森
林
経
営
管
理
制
度
を
運
用
す
る

の
は
市
町
村
で
す
が
、
市
町
村
の
森
林
・
林

業
担
当
職
員
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
た
め
、
林
野
庁
で
は
、
制
度
開

始
と
同
時
に
、「
森
林
集
積
推
進
室
」
を
設
置

し
て
、市
町
村
の
取
組
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
支
援
内
容
は
、以
下
の
通
り
で
す
。

（
１
）
人
材
育
成

①
　
説
明
会
・
研
修
会
へ
の
講
師
派
遣

　
都
道
府
県
が
主
催
す
る
市
町
村
職
員
向
け

の
説
明
会
や
研
修
会
等
に
、
講
師
と
し
て
職

員
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
３
年
間

で
、
１
９
０
回
の
説
明
会
・
研
修
会
に
職
員

を
派
遣
し
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
９
月
末
ま

で
に
43
回
の
説
明
会
や
研
修
会
に
職
員
を
派

遣
し
て
い
ま
す
。

②
　「
森
林
経
営
管
理
リ
ー
ダ
ー
育
成
研
修
」

の
開
催

　
市
町
村
へ
の
技
術
的
助
言
・
指
導
を
行
う

こ
と
の
で
き
る
技
術
者
（
森
林
経
営
管
理
リ

ー
ダ
ー
（
通
称
））
を
養
成
す
る
た
め
、
都

道
府
県
の
地
方
機
関
や
市
町
村
支
援
組
織
の

職
員
を
対
象
と
す
る
「
森
林
経
営
管
理
リ
ー

ダ
ー
育
成
研
修
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
３
年
間
に
、
22
カ
所
で
開
催
し
て
、

計
４
５
１
名
が
参
加
し
ま
し
た
。今
年
度
は
、

全
国
８
カ
所
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
情
報
提
供

①
　
森
林
経
営
管
理
制
度
に
係
る
取
組
事
例

集
の
作
成

　
令
和
２
年
度
か
ら
、
全
国
の
市
町
村
に
よ

る
先
進
的
な
取
組
を
整
理
し
た
「
森
林
経
営

管
理
制
度
に
係
る
取
組
事
例
集
」
を
作
成
し

て
い
ま
す
。
令
和
２
年
度
と
３
年
度
は
、
そ

れ
ぞ
れ
全
国
12
の
地
域
を
対
象
に
、
森
林
経

営
管
理
制
度
の
取
組
を
進
め
る
上
で
の
ポ
イ

ン
ト
等
を
整
理
し
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
令

和
２
年
度
事
例
集
の
12
市
町
を
対
象
に
、
フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
進
め
て
い
ま
す
。

②
　
特
例
措
置
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成

　
本
年
４
月
に
、「
所
有
者
不
明
森
林
等
の

特
例
措
置
活
用
の
た
め
の
留
意
事
項
（
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
）」
を
作
成
・
公
表
し
ま
し
た
。

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、「
所
有
者
不
明
森
林

等
の
特
例
措
置
」
の
活
用
を
進
め
る
た
め
、

活
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
等
を
整
理
し
た

も
の
で
す
。
今
後
も
、
法
律
の
専
門
家
等
か

ら
助
言
を
頂
き
な
が
ら
、
内
容
の
充
実
を
図

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

③
　
情
報
誌
「
シ
ュ
ー
セ
キ
！
」
の
配
信

　
今
年
度
か
ら
、
毎
月
一
回
、情
報
誌「
シ
ュ

ー
セ
キ
！
」
を
発
行
し
て
、
都
道
府
県
と
市

町
村
の
皆
様
に
、
森
林
経
営
管
理
制
度
と
森

林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
最
新
情
報
を
お
届

け
し
て
い
ま
す
。
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
林
野

庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

（
３
）
体
制
整
備

①
　
地
域
林
政
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活
用
促
進

　
「
地
域
林
政
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」は
、市
町
村
・

都
道
府
県
が
、
森
林
や
林
業
の
専
門
知
識
を

持
つ
技
術
者
を
雇
用
す
る
仕
組
み
で
、
総
務

省
か
ら
一
定
額
が
特
別
交
付
税
措
置
さ
れ
ま

す
。
林
野
庁
で
は
、
同
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活

用
を
希
望
す
る
市
町
村
に
、
全
国
の
技
術
者

情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。本
年
９
月
に
は
、

同
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
現
状
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

②
　
森
林
環
境
譲
与
税
の
活
用
促
進

　
森
林
環
境
譲
与
税
は
、
森
林
経
営
管
理
制

度
の
取
組
を
進
め
る
際
に
も
活
用
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。
本
年
４
月
か
ら
、情
報
誌「
林

野
」
に
、
森
林
環
境
譲
与
税
を
活
用
し
た
森

林
経
営
管
理
制
度
の
取
組
事
例
を
連
載
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
各
取
組
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
林
野

庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w
.rinya.m

aff.go
.jp/j/keikaku/keieikanri/
sinrinkeieikanriseido.htm

l

５
．
都
道
府
県
に
よ
る
市
町
村
支
援
の
取
組

　
林
野
庁
に
よ
る
取
組
に
加
え
て
、
各
都
道

府
県
も
、都
道
府
県
に
譲
与
さ
れ
る
森
林
環
境

譲
与
税
を
活
用
し
て
、市
町
村
の
支
援
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。具
体
的
に
は
、県
レ
ベ
ル

の
事
業
支
援
団
体
の
運
営
、ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

派
遣
、市
町
村
職
員
向
け
の
研
修
開
催
、森
林

情
報
の
高
度
化
等
事
業
支
援
シ
ス
テ
ム
の
整

備
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

６
．
お
わ
り
に

　
森
林
経
営
管
理
制
度
で
は
、
森
林
所
有
者

か
ら
市
町
村
に
対
し
て
、
経
営
管
理
の
委
託

を
申
し
出
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
所
有
森
林

の
経
営
管
理
で
お
困
り
の
方
は
、ま
ず
は
、森

林
が
所
在
す
る
市
町
村
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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